
昭

和

二

十

五

年

十

二

月

八

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
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一
四
六
）

答

弁

第

一

四

六

号 

    

衆
議
院
議
員
風
早
八
十
二
君
提
出
外
国
為
替
管
理
委
員
会
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
四
六
号 

 

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
八
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
風
早
八
十
二
君
提
出
外
国
為
替
管
理
委
員
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

外
国
為
替
管
理
委
員
会
の
役
員
氏
名
、
並
び
に
経
歴
に
つ
い
て
は
左
の
通
り
で
あ
る
。 

委
員
長 

 

木 
内 

信 

胤 

大
正
十
一
年
文
官
高
等
試
験
合
格
、
同
十
二
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
、
同
十
四
年
橫
浜
正
金
銀
行
へ
入
行
、
同

行
頭
取
席
東
京
上
海
、
漢
堡
各
支
店
詰
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
支
配
人
代
理
、
上
海
、
南
京
各
支
店
副
支
配
人
、
本
店
総
務

部
次
長
、
東
京
支
店
副
支
配
人
を
経
て
同
二
十
年
総
務
部
長(

調
査
部
長
兼
務)

と
な
る
。
昭
和
二
十
年
大
蔵
省
企
画
室

参
與
、
同
年
橫
浜
正
金
銀
行
退
職
、
同
年
大
蔵
省
参
事
官
、
同
終
戰
連
絡
部
長
、
昭
和
二
十
一
年
同
省
退
官
、
同
年
日

本
経
済
復
興
協
会
事
務
理
事
、
同
二
十
四
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
委
員
長
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。 

昭
和
二
十
三
年
資
格
審
査
済(

第
A
R
、
一
三
二
号) 

委 

員 
 

奧 

村 

竹 

之 

助 

大
正
十
四
年
文
官
高
等
試
験
に
合
格
、
同
十
五
年
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
、
合
資
会
社
三
菱
本
社
へ
入
社
、
昭
和 



委 

員 
 

大
久
保
太
三
郞 

三
年
三
菱
商
事
株
式
会
社
へ
転
入
、
同
六
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
店
長
代
理
、
以
後
本
店
水
産
部
長
代
理
、
ロ
ン
ド

ン
、
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
各
支
店
長
代
理
を
経
て
、
同
十
七
年
本
店
業
務
部
長
代
理
、
同
十
九
年
大
阪
支
店
次
長
、
同
二
十

一
年
終
戰
連
絡
地
方
事
務
局
参
與
、
同
二
十
二
年
同
社
を
退
社
、
同
二
十
四
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
委
員
と
な
り
今

日
に
い
た
る
。 

大
正
十
三
年
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
卒
業
、
同
大
学
大
学
院
を
経
て
日
本
銀
行
へ
入
行
、
昭
和
十
年
同
行
ロ
ン
ド
ン

代
理
店
監
督
役
付
、
同
十
二
年
帰
朝
、
以
後
、
営
業
局
勤
務
、
調
査
役
大
阪
支
店
次
長
、
審
査
部
次
長
、
人
事
部
次
長
、

(

文
書
局
次
長
兼
務)

を
経
て
、
同
十
七
年
海
外
駐
在
参
事
と
し
て
上
海
駐
在
、
同
二
十
年
本
店
勤
務
参
事
、
同
二
十
四

年
同
行
理
事
と
な
り
、
同
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
委
員
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。 

昭
和
二
十
三
年
資
格
審
査
済(

第
九
〇
〇
七
号) 

昭
和
二
十
四
年
資
格
審
査
済(
一
二
六
、
四
五
八
号) 

四 

 



二 

外
国
為
替
管
理
委
員
会
の
運
営
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

1 

外
国
為
替
管
理
委
員
会
の
任
務
及
び
構
成 

委 
員 

 

杉 

原 

雄 

吉 
外
国
為
替
管
理
委
員
会
は
、
昭
和
二
十
四
年
二
月
二
日
附
連
合
軍
総
司
令
部
覚
書
に
基
き
、
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
を
も
つ

て
同
年
三
月
設
置
さ
れ
た
が
、
同
年
十
二
月
、
右
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
に
代
る｢

外
国
為
替
管
理
委
員
会
設
置
法｣

が
制
定
さ

れ
た
。
委
員
会
は
総
理
府
の
外
局
と
し
て
外
国
為
替
資
金
の
適
正
、
且
つ
、
正
当
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的 

大
正
十
二
年
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
卒
業
、
同
十
四
年
橫
浜
正
金
銀
行
へ
入
行
、
同
十
五
年
東
京
支
店
詰
、
以
後
上

海
、
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
、
天
津
、
大
連
各
支
店
詰
、
奉
天
、
新
京
各
支
店
副
支
配
人
、
哈
爾
浜
支
店
支
配
人
と
な
り
、
同

二
十
一
年
同
行
閉
鎖
に
伴
い
退
職
、
同
二
十
三
年
証
券
処
理
調
整
協
議
会
総
務
室
長
、
更
に
事
務
局
長
を
経
て
、
同
二

十
四
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
委
員
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。 

昭
和
二
十
二
年
資
格
審
査
済(
第
一
〇
七
四
二
五
号) 

五 

 



2 

委
員
会
の
運
営
状
況 

と
し
、
こ
れ
が
た
め
外
国
為
替
特
別
会
計
を
運
用
し
、
又｢

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法｣

に
基
く
管
理
の
行
政
事

務
の
一
部
を
実
施
す
る
権
限
が
與
え
ら
れ
て
い
る
。 

委
員
会
の
最
近
に
お
け
る
外
貨
資
金
の
保
管
並
び
に
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
業
務
の
状
況
は
次
の
通
り
で
あ

る
。 

一 

外
国
為
替
資
金
の
管
理
運
営 

委
員
会
は
、
右
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
が
国
会
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
委
員
長
及
び
四
名
の

委
員
（
現
員
三
名
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
委
員
会
に
は
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
事
務
局
が
置
か
れ
、
且

つ
、
委
員
会
は
日
本
銀
行
を
し
て
そ
の
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
て
い
る
。 

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
連
合
国
軍
総
司
令
部
が
管
理
し
て
い
た
商
業
勘
定
が
日
本
政
府
に
移
管
さ
れ
、
委
員
会
は

同
勘
定
に
属
す
る
外
国
為
替
資
金
を
総
司
令
部
に
代
り
、｢
外
国
為
替
特
別
会
計
法｣

に
基
い
て
管
理
運
営
す
る
こ
と 

六 

 



と
な
つ
た
。
委
員
会
は
右
の
外
国
為
替
資
金
を
総
司
令
部
の
管
理
当
時
に
引
き
つ
ず
き
在
日
外
国
銀
行
に
預
金
し
た

が
、
そ
の
後
本
邦
為
替
銀
行
と
米
国
諸
銀
行
と
の
間
に
コ
ル
レ
ス
契
約
が
締
結
さ
れ
る
に
及
び
、
ド
ル
資
金
の
一
部

を
こ
れ
ら
海
外
の
コ
ル
レ
ス
先
諸
銀
行
に
も
預
金
し
た
。
こ
れ
ら
の
勘
定
は
い
ず
れ
も
「
総
司
令
部
の
た
め
の
委
員

会
勘
定
」
（FE

C
B

 A
ccounts for A

ccount of SC
A

P

）
と
な
つ
て
い
る
が
、
委
員
会
は
日
本
銀
行
及
び
外
国 

為
替
銀
行
に
対
し
委
任
状(
パ
ワ
ー
・
オ
ブ
・
ア
ツ
ト
ー
ニ
ー)

を
発
行
し
、
委
員
会
の
外
貨
勘
定
を
運
用
す
る
権
能

を
與
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
外
国
為
替
銀
行
は
自
ら
外
貨
を
有
せ
ず
し
て
輸
出
手
形
の
買
取
及
び
輸
入
信
用
状
の

発
行
等
の
為
替
取
引
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
。 

外
国
為
替
特
別
会
計
法
に
よ
れ
ば
、
委
員
会
は
、
外
国
為
替
の
売
買
の
ほ
か
、
外
国
為
替
の
預
入
、
貸
付
、
借
入
、

保
証
等
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
基
き
委
員
会
は
、
外
国
為
替
の
売
買
を
行
う
ほ
か
、
外
国
為
替
及
び
貿
易
取

引
の
必
要
に
応
じ
、
預
入
、
借
入
、
保
証
等
を
行
つ
て
い
る
。
外
国
為
替
特
別
会
計
は
、
外
国
為
替
買
取
費(

輸
出
等

の
場
合)

等
を
歳
出
と
し
、
同
売
却
費(

輸
入
等
の
場
合)

等
を
歳
入
と
す
る
予
算
に
よ
つ
て
運
用
さ
れ
る
。
最
近
の
輸 

七 

 



本
邦
の
外
国
為
替
銀
行
は
、
昨
年
十
二
月
一
日
よ
り
委
員
会
の
外
貨
勘
定
を
引
当
と
し
て
輸
出
手
形
を
買
取
る
こ

と
を
み
と
め
ら
れ
、
本
年
一
月
一
日
よ
り
は
更
に
輸
入
信
用
状
を
発
行
し
う
る
こ
と
と
な
つ
た
。
委
員
会
は
、
外
国

為
替
銀
行
の
正
当
な
取
引
に
も
と
ず
く
為
替
予
約
に
応
じ
、
も
つ
て
為
替
相
場
変
動
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
。 

出
振
興
の
結
果
、
特
別
会
計
の
円
資
金
は
不
足
勝
で
、
日
本
銀
行
よ
り
の
借
入
、
及
び
外
国
為
替
資
金
証
券
の
発 

行
等
に
よ
り
こ
れ
を
補
つ
て
き
た
が
、
補
正
予
算
案
が
成
立
す
れ
ば
、
一
般
会
計
及
び
貿
易
特
別
会
計
よ
り
の
繰
入

に
よ
り
皆
済
す
る
予
定
で
あ
る
。 

本
年
六
月｢

外
国
為
替
管
理
令｣

及
び
こ
れ
に
基
く｢
外
国
為
替
等
集
中
規
則｣

の
制
定
に
よ
り
、
外
国
為
替
銀
行
は

米
ド
ル
に
関
す
る
限
り
、
国
際
取
引
の
便
宜
を
計
る
た
め
必
要
が
あ
る
範
囲
内
で
、
こ
れ
を
委
員
会
に
集
中
せ
ず
自
ら 

輸
入
に
お
け
る
期
限
附(

ユ
ー
ザ
ン
ス)

手
形
の
利
用
は
、
本
年
五
月
在
日
米
国
系
銀
行
の
自
己
資
金
に
よ
る
信
用

供
與
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
が
、
委
員
会
は
、
日
本
銀
行
よ
り
外
国
為
替
銀
行
に
外
国
為
替
資
金
を
貸
付
け
る
外
貨
貸

付
制
度
を
樹
立
し
、
本
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
実
施
し
た
。 

八 

 



二 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
の
管
理
事
務 

昭
和
二
十
四
年
十
二
月｢

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法｣

の
制
定
に
伴
い
、
委
員
会
は
、
こ
れ
に
基
い
て
外
国

為
替
売
買
相
場
、
輸
出
入
等
の
決
済
條
件
、
並
び
に
外
貨
予
算
の
使
用
確
認
手
続
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、
大
蔵 

省
、
通
産
省
と
と
も
に
新
管
理
制
度
の
運
用
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。 

保
持(

但
し
、
委
員
会
勘
定
の
サ
ブ
・
ア
カ
ウ
ン
ト
と
し
て)

で
き
る
こ
と
に
な
つ
た
。
但
し
、
委
員
会
は
、
い
つ
で

も
こ
れ
を
集
中
し
う
る
権
能
を
留
保
し
て
い
る
。 

更
に
本
年
六
月
外
貨
資
金
の
集
中
及
び
貿
易
外
の
取
引
に
関
す
る｢

外
国
為
替
管
理
令｣

が
制
定
さ
れ
た
が
、
委
員

会
は
こ
れ
に
基
き
外
国
為
替
等
の
集
中
手
続
を
定
め
た
。
又
、
特
別
預
金
勘
定
の
制
度
が
実
施
さ
れ
、
国
内
に
お
け

る
外
貨
取
引
が
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
委
員
会
は
同
勘
定
の
交
換
性(C

onvertibility)

を
確
保
す

る
た
め
外
国
為
替
銀
行
に
よ
る
特
別
預
金
勘
定
の
経
理
手
続
を
定
め
た
。 

本
年
八
月
、
従
来
の
輸
入
先
着
順
承
認
制
が
一
部
自
働
承
認
制
に
改
め
ら
れ
た
の
で
、
委
員
会
は
こ
れ
に
関
し
外 

九 

 



三 

総
司
令
部
と
の
関
係
局
、
部
、
課
の
担
当
者
の
氏
名
、
経
歴
は
次
の
如
く
で
あ
る
。 

事
務
局
長 
 

牛 

場 

信 
 

昭
和
七
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
、
同
年
高
等
試
験
合
格
、
外
務
書
記
生
独
国
在
勤
、
同
十
二
年
外
務
省
條
約
局 

貨
予
算
の
使
用
確
認
手
続
を
改
正
実
施
し
た
。 

以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
上
の
委
員
会
の
主
な
職
務
は
、
外
国
為
替
の
売
買
相

場
を
定
め
る
こ
と
、
外
貨
資
金
の
外
国
為
替
特
別
会
計
へ
の
正
当
な
集
中
を
確
保
す
る
こ
と
、
外
貨
予
算
制
度
の
運

用
を
監
視
す
る
こ
と
、
及
び
銀
行
手
続
を
定
め
る
こ
と
に
あ
る
。
又
短
期
の
外
貨
資
金
の
借
入
を
許
可
す
る
機
能
は

委
員
会
に
属
し
て
い
る
。 

対
外
取
引
の
決
済
條
件
は
、
従
来
輸
出
入
及
び
貿
易
外
取
引
に
つ
い
て
別
個
の
規
則
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た 

が
、
委
員
会
は
、
十
一
月
一
日
正
常
な
対
外
取
引
に
対
す
る
制
限
を
緩
和
し
、
貿
易
の
促
進
を
図
る
た
め
、
「
標
準

決
済
方
法
に
関
す
る
規
則
」
に
よ
り
各
種
取
引
に
関
す
る
標
準
決
済
方
法
を
定
め
た
。 

一
〇 

 



同
貿
易
課
長 

 

村 

上 

公 

孝 

事
務
局
為
替
課
長 

 
渡 

 

辺 
 

 

誠 

昭
和
十
二
年
高
等
試
験
合
格
、
同
十
三
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
、
大
蔵
属
と
な
り
、
大
蔵
省
理
財
局
、
為
替
局
、

貿
易
局
勤
務
、
興
亜
院
事
務
官
、
大
東
亜
省
調
査
官
、
支
那
事
務
局
、
総
務
局
、
金
融
局
、
銀
行
局
、
特
殊
財
務
部
及

び
内
閣
官
房
審
議
室
勤
務
を
経
て
同
二
十
一
年
経
済
安
定
本
部
部
員
、
同
二
十
二
年
商
工
事
務
官
、
貿
易
庁
経
理
局
資

金
課
長
、
同
二
十
三
年
大
蔵
省
理
財
局
為
替
課
長
、
同
二
十
四
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
事
務
局
為
替
課
長
と
な
り
今

日
に
い
た
る
。 

昭
和
十
三
年
高
等
試
験
合
格
、
同
十
四
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
商
工
属
と
な
る
。
以
後
貿
易
局
勤
務
、
大
東
亜 

勤
務
、
同
十
四
年
大
使
館
三
等
書
記
官
英
国
及
び
独
国
在
勤
、
同
十
九
年
外
務
省
政
務
局
勤
務
、
同
二
十
年
終
戰
連
絡 

中
央
事
務
局
第
四
部
第
一
課
長
、
同
二
十
一
年
依
願
免
本
官
、
同
二
十
四
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
事
務
局
長
と
な
り

今
日
に
い
た
る
。
昭
和
二
十
四
年
資
格
審
査
済(

第
一
二
七
、
七
四
一
号) 

一
一 

 



同
調
査
審
議
室 

 

林 
 

 

実 
 

香 

同
調
査
審
議
室 

 

替 

地 

大 

三 

昭
和
十
年
高
等
試
験
合
格
、
同
十
一
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
、
日
本
銀
行
へ
入
行
以
後
文
書
局
、
国
庫
局
、
外

国
為
替
局
、
外
事
局
、
調
査
部
勤
務
を
経
て
、
同
二
十
年
調
査
役
門
司
支
店
次
長
以
後
副
参
事
、
秘
書
室
調
査
役
、
外

事
局
総
務
課
長
、
同
二
十
四
年
総
理
庁
事
務
官
、
外
国
為
替
管
理
委
員
会
事
務
局
資
金
課
長
、
同
年
十
二
月
委
員
会
事 

昭
和
九
年
上
海
東
亜
同
文
書
院
卒
業
、
日
本
銀
行
へ
入
行
以
後
、
文
書
局
、
営
業
局
、
松
本
支
店
、
調
査
局
、
外
国
為

替
局
、
外
事
局
勤
務
等
を
経
て
同
二
十
二
年
門
司
支
店
営
業
課
長
と
な
る
。
同
二
十
四
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
事
務

局
調
査
統
計
課
長
、
同
年
十
二
月
委
員
会
事
務
局
局
員
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。
昭
和
二
十
四
年
資
格
審
査
済
（
第
一

二
八
、
一
五
三
号
） 

事
務
官
、
上
海
在
勤
、
同
二
十
一
年
貿
易
庁
勤
務
、
更
に
商
工
省
輸
出
局
、
官
房
秘
書
課
勤
務
貿
易
庁
輸
入
局
化
学
課

長
と
な
り
、
同
二
十
四
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
事
務
局
貿
易
課
長
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。 

一
二 

 



同
管
理
部
管
理
課
長 

 

小 

島 

要 

太 

郞 

同
管
理
部
長 

 

近 
 

藤 
 

 
  

同
検
査
課
長 

 

影 

山 

衞 

司 

昭
和
五
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
、
橫
浜
正
金
銀
行
へ
入
行
以
後
上
海
、
ロ
ン
ド
ン
、
天
津
、
南
京
、
新
京
各
支

店
詰
を
経
て
本
店
総
務
部
次
長
、
同
業
務
部
次
長
と
な
り
退
職
、
同
二
十
五
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
事
務
局
管
理
部

長
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。
昭
和
二
十
五
年
資
格
審
査
済(

第
一
四
五
、
二
九
三
号) 

昭
和
十
三
年
高
等
試
験
合
格
、
同
十
五
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
、
大
蔵
省
に
入
り
営
繕
管
理
局
、
主
計
局
勤
務
、 

昭
和
十
四
年
高
等
試
験
合
格
、
同
十
五
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
、
商
工
省
に
入
り
同
年
海
軍
主
計
中
尉
、
同
二

十
年
商
工
事
務
官
、
燃
料
局
石
炭
庁
勤
務
以
後
経
済
安
定
本
部
部
員
、
商
工
省
総
務
局
勤
務
、
通
商
産
業
省
通
商
振
興

局
通
商
監
査
課
長
、
同
二
十
五
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
事
務
局
検
査
課
長
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。 

務
局
局
員
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。 

一
三 

 



 

一
四 

独
国
、
伊
国
在
勤
を
経
て
同
十
九
年
外
資
局
勤
務
、
同
二
十
年
瑞
西
国
駐
在
、
同
二
十
一
年
理
財
局
勤
務
、
近
畿
地
方

物
価
事
務
局
第
一
部
総
務
課
長
、
下
京
税
務
署
長
、
賠
償
庁
監
査
課
長
と
な
り
、
同
二
十
五
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会

事
務
局
管
理
部
管
理
課
長
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。 

同
管
理
部
外
国
為
替
予
算
課
長 

 

広 

田 

藤 

四 

郞 

昭
和
五
年
東
京
商
科
大
学
卒
業
、
橫
浜
正
金
銀
行
へ
入
行
以
後
奉
天
、
盂
買
、
東
京
支
店
詰
、
総
務
部
長
代
理
、
総
務

部
次
長
と
な
り
同
二
十
二
年
同
行
退
職
、
東
京
銀
行
本
店
勤
務
、
同
二
十
五
年
外
国
為
替
管
理
委
員
会
事
務
局
管
理
部

外
国
為
替
予
算
課
長
と
な
り
今
日
に
い
た
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




